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講習会開催のご案内講習会開催のご案内講習会開催のご案内講習会開催のご案内
刈谷商工会議所では、毎月会員様に役立つ講習会を開催しています。

今後開催する講習会についてのポイントを紹介します！

お問い合わせ先：刈谷商工会議所　TEL（0566）21―0370

「最高のチームの」つくり方
～ＴＳＵＴＡＹＡ従業員満足度調査全国1位の

あのカリスマ名物店長が熱く語ります！～

14:00～16:009/8木

講　師 株式会社 佐藤商会 執行役員　ＴＳＵＴＡＹＡ事業部マネージャー 黒岩　禅 氏

結果は「人の育て方」と、店長やマネージャーなど「リーダーの在り方」の力量で決まりま
す。では、優れたリーダーはどのようなマネジメントをしているのでしょうか？そこで本セミ

ナーでは、「ＴＳＵＴＡＹＡ」５つ星店長コンテストや、従業員満足度調査で数々の賞を受賞してきた名物店
長が、成果を上げる「リーダーのチームビルディングの手法」を具体的に解説いたします。

ご案内

14:00～16:009/15木

～特許・意匠・商標の基礎知識から活用方法について～
『知的財産』の怖さご存知ですか？

講　師 弁理士 前田　大輔 氏

昨今、「知的財産権侵害」・「技術の流出」・「特許、意匠、商標」など、知的財産関連の紛争や裁
判が後を絶たず、『知らなかったでは済まされない』事態が発生しています。

ところで、「知的財産権」とはどのようなものでしょうか？『知的財産基本法第2条』によると、知的財産
とは①人間の創造的活動によって生み出されるもの（発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など）、②事
業活動に用いられる商品または役務を表示するもの（商標、商号など）、③事業活動に有用な技術上または営
業上の情報（ノウハウ・顧客リスト等の営業秘密など）と定義されています。
従って、『知的財産』は企業規模の大小や業種に全く関係なく、『侵害しても』『侵害されても』事業活動に

直接関係する重要な財産です。
この講座では、聞いてすぐ役立つ知的財産の基礎や本質について、事例を交えてご紹介します。特に、商
標や意匠、著作権や不正競争など「標識」や「デザイン」に関連した実務上のポイントを中心に解説してい
ただきますので、ぜひ、この機会に「会社を守る知財講座」にご参加頂きますようご案内申し上げます。

ご案内

会社を守る
就業規則の作成
簡単・納得
賃金制度の作成

労働の法律
無料相談会
           実施中！
第 2・４土曜日
          AM9:30～12:00社会保険労務士　岩月剛史

お問合せは
つばさ人事労務
〒444-1336
高浜市呉竹町6-2-26
タウンハイツ柴林103号

0566-52-1002
「つばさ人事労務」で
ネット検索してください
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日本政策金融公庫　移動相談
【日　　時】

【場　　所】
【相 談 員】

8 月 24 日水
午前 10 時 30 分～ 12 時
１事業所 30 分程度　※予約制です
刈谷商工会議所　１階小会議室
日本政策金融公庫 担当者

愛知県信用保証協会 金融相談
【日　　時】

【場　　所】
【相 談 員】

8 月 23 日火
午後 1 時 30 分～ 4 時 00 分
１事業所 30 分程度　※予約制です
刈谷商工会議所　1 階小会議室
愛知県信用保証協会総合相談室 担当者

小規模事業者経営改善資金
融資制度（マル経制度）

無担保・無保証人かつ低金利の融資制度です。
◇融資限度額
◇返 済 期 間
◇融 資 利 率
◇融 資 対 象

2,000万円
運転７年以内、設備10年以内
1.30％
常時使用する従業員数が20名以下。（商
業・サービス業では５名以下）の法人・
個人事業主であること。
※1,500万円以上のご融資を希望される

方は、事業計画書等をご提出いただき
ます。

相談所だより 無料相談会のご案内
刈谷商工会議所・中小企業相談所では、経営に関する様々なご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

申込及び問合わせ先
刈谷商工会議所 中小企業相談所　TEL（0566）21−0370

税務相談（相続・贈与・譲渡等税務全般）
【日　　時】

【場　　所】
【相 談 員】
【相談内容】

12 月 6 日火
午後 1 時～ 4 時
1 事業所 1 時間　※予約制です
刈谷商工会議所　1 階小会議室
当所委嘱東海税理士会刈谷支部所属税理士
相続・事業承継の問題など税務全般に関す
る個別相談です。

下請受発注相談
（公財）あいち産業振興機構には県内の発注情報、受
注情報が取りまとめられています。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

労務相談（労務管理・労使紛争 ･年金等）
【日　　時】

【場　　所】

【相 談 員】
【相談内容】

10 月 12 日水
午後 1 時～ 4 時
1 事業所 1 時間　※予約制です
刈谷商工会議所　1 階小会議室
当所委嘱社会保険労務士
労務管理・社会保険・労働保険・労使紛争
の解決・年金など様々な疑問・質問に対し、
秘密厳守でご相談に応じます。

http://www.kakubun.com

総合建設業・不動産開発業　不動産仲介
土地、中古住宅、新築住宅etc
　地域に密着
みかわライフ
d（0566）25-3471

センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
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刈谷警察署からのお知らせ
夏休み中の防犯対策を万全に！！

　多くの方が外出する夏休みは、侵入盗が多発します！
防犯の基本は、鍵をかけることです！
事務所・店舗・工場を長期不在にする際は、
　・機械警備の導入
　・防犯カメラ、センサーライトの設置
　・事務所内には現金を保管しないよう
　　にしましょう

愛知県は、
侵入盗９年連続
全国ワースト１位!!!

補助錠を設置して複数施錠し
たり（左図）、ガードプレート
（中央図）や鎌状デットボルト
の錠（右図）を設置しこじ破り
対策をするなど、侵入に時間を
かけさせる対策をする。

窓対策をしっかり！

プラスワンの
防犯対策
ポイント

お問い合わせは刈谷警察署生活安全課まで TEL 0566-22-0110（代表）

刈谷市民のみなさまへ
パスポートの申請・受取は刈谷市役所へ！

　刈谷市内に住民登録のある方は、刈谷市役所でパスポートの申請ができます。
　夏休み期間中（特に８月中旬）は窓口の混雑が予想されますので、出張や旅行
でパスポートが必要な方は、ゆとりを持って早めに申請しましょう！

対 象 者　日本国籍を有し刈谷市内に住民登録・居所のある人
受付窓口　刈谷市役所市民課　旅券窓口
受付時間　申請　月～金曜日　９時～17時
　　　　　受取　月～木曜日　９時～17時
　　　　　　　　金曜日　　　９時～18時
取扱業務　新規・切替申請、記載事項変更申請、増補申請及び交付、紛失・

焼失の届出
受 取 日	 申請日から市役所閉庁日を除いた８日目（増補申請は５日目）以降

です。
そ の 他	 詳細は、「旅券（パスポート）申請のごあんない」（市役所・各市民

センターに設置）、市ＨＰをご覧ください。
問合わせ	 刈谷市役所市民課（TEL 0566-95-0006）	

市役所で申請するカリー！

グッドローム（加藤労務管理）

⒈ ＩＣカードによる
　 クラウド勤怠管理
⒉ 就業規則の作成
⒊ ジョブカード活用の採用育成
⒋ 労務に関するご相談
⒌ 求人手続き代行
⒍ 各種助成金手続き代行

事務所／刈谷市半城土中町３丁目17番地11
TEL 0566-24-3948　FAX0566-24-3762

katoromu21@katch.ne.jp 
http://www.katch.ne.jp/̃katoromu21/

太田商事株式会社
本社／ 刈谷市南桜町1丁目73番地

℡056 6（23）5835

泉石油株式会社
本社／ 刈谷市南桜町1丁目25番地

℡056 6（23）5837

株式会社 和泉屋
　本社／ 刈谷市南桜町1丁目25番地

℡056 6（23）5838
http://www.ota-shoji.co.jp

360年の信
用堅実で未来にはばたく



－11－

平成27年度補正
「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」

知る・得く・情報知る・得く・情報

（１）事業の目的
　国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連
携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業
者の設備投資等を支援します。

（２）公募期日
８月24日（水）（当日消印有効）

（３）対象事業
①一般型（補助上限1,000万円、下限100万円、補助率2╱3）
②小規模型（補助上限500万円、下限100万円、補助率2╱3）
※いずれも、設備投資が必要です（一次公募における小規模型は、設備投資は不要とされていま
したが、今回は、小規模型においても、設備投資が必須となります）【公募要領p5参照】
※採択予定件数は、「全国で概ね100件程度」とされています。

（４）加点対象　【公募要領p20参照】
①中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定事業者（申請中含む）で、一般型に応募
する者
※ものづくり補助金の応募時点で、経営力向上計画を申請中の場合は、ものづくり補助金の応募
の際、経営力向上計画の「認定申請書」の写しを添付し、9月28日（当日消印有効）までに、
経営力向上計画の「認定書」の写しを提出する必要があります。【公募要領p15参照】
（以下②～⑤は１次公募と同様）
②経営革新計画の承認事業者（申請中含む）
※ものづくり補助金の応募時点で、経営革新計画を申請中の場合は、ものづくり補助金の応募の
際、申請書の写しを添付する必要があります。
③賃上げ等に取り組む企業
④本事業によりＴＰＰ加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す企業
⑤小規模型に応募する小規模企業者

（５）事業期間：
交付決定（11月中旬頃）後から平成28年12月31日まで
※「この期間において、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了できる予定の方
が申請対象」とされています。

※詳しくは、愛知県中小企業団体中央会のホームページ（http://www.aiweb.or.jp/）の
公募要領等をご確認ください。
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5月号から、会員事業所の皆様が知っておられると役立つ「損害保険の基礎知識」を簡単に紹介
連載いたしております。詳細内容を、もっとお知りになりたい場合には、現在、お取引の保険代理
店にご確認されることをお勧めします。
保険契約の検討、更新の際の再検討を深める一助にもなれば幸いです。
なお、日本商工会議所が契約者となった団体割引が適用された各種の会員事業様向けサポート
パッケージ（保険の全国制度）等のパンフレットも当所に取り揃えておりますので（取扱いは保険
各社の代理店）、ご関心のある方は、是非、ご請求下さい。

役立つ損害保険の基礎知識　第３弾

さて、今回は『企業を取巻く労災環境の変化とその備え』についてです。　
各事業所は、労災事故発生時の被災労働者への給付補償として「労災保険（政府労災）」を付けておられ
ることと思います。健康保険や雇用保険等とともに、社会保険制度の一つとして使用者に加入が義務付けら
れています。
しかし、近年の労災関連の各種法律（労働安全衛生法、労働契約法等）の改正での企業側の労働環境の安
全態勢面や「安全配慮義務」の強化に伴い、過重労働や精神障害を原因とする訴訟が増加し、賠償額も高額
化しているのをご存じでしょうか？
例えば、昭和の時代の労災事故の高額10事例では、ほとんどが「ケガ系」で６千万円程度の判例でした

が、平成時代の同10事例では殆どが「過労死」「過労自殺」で１億５千万円程度となっています。「ケガ系」
の場合は本人の過失もあり、労使で大きな問題になりにくかったのに対し、「過労死」「過労自殺」の場合は
（昭和時代には労災認定されにくかった）、遺族の企業に対する不信感が強く、安全配慮義務を怠ったとする
企業への損害賠償責任請求を誘発しやすく、労災保険の支給や、会社手配の上乗せ補償だけでは納得がつか
ずに、高額訴訟等に発展することも珍しくなくなりました。
労災保険は、業務災害時の被災労働者等の保護を主目的に制定された最低限の強制的な保険制度で、「慰
謝料」「逸失利益」等の民事上の損害賠償請求を想定していないからです。
業種別の発生頻度を見ても、かつての一般的にケガのリスクが高いとされる「建設」「運送」「製造」から、
いわゆるメンタルリスクが高いと思われる「事務系」「接客系」の高額事例が頻発しています。
各事業所におかれては、上記の平成時代の事例の様な万が一の労災事故が発生した場合に、機能する保険
をご手配されていますでしょうか？各社内の「災害補償規程の見直し」や「ケガ対応のみの定額補償の上乗
せ保険の再検討」が、「福利厚生策」の一環ではなく、高額請求に対応する『企業防衛策』の観点で、必要
な時代になってきました。
日本商工会議所の全国補償制度『業務災害補償プラン（最大56％引）』で、万が一の労災事故発生時の企
業側の経済的な備えをすることも可能です。
労働安全衛生法の改正に伴い、従業員50名以上の事業場は、本年11月末迄に『ストレスチェックの実施
が義務付け』られましたが（50名未満の事業所は当面、努力義務）、上記全国補償制度には、同サービス等
が上記制度のセットとして「無料」で受けられる保険会社もありますので、実施義務の該当事業所は、ご検
討されたら如何でしょうか。

税理士法人笠松&パートナーズ　　　税理士法人笠松&パートナーズ　　　税理士法人笠松&パートナーズ　　　

since1965新規開業 ( 会社設立または
個人青色申告 ) の悩み解決
簡単出納帳入力がクラウド
上で月額 800 円より !! 
相続対策  まずは現実を知
ることから
税務関係書類作成・提出の
心配から解放

〒444-1305  高浜市神明町 2-5-17
TEL 0566-53-7881   FAX 0566-54-2055
http://www.kasamatsu.gr.jp/pc/index.html

私たちは企業参謀をめざします

医療に支えられた質の高い介護サービス

介護付有料老人ホーム

全国有料老人ホーム協会正会員
博愛ナーシングヴィラ
〒448-0803　刈谷市野田町北口９５番地
☎（0566） 25-1600（JR 野田新町駅南）

http://www.hakuai.co.jp/
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平成28年７月　会議所活動報告
◆正副会頭

日　　　付 事　　　業　　　名 場　　　　　所

	 7月	 6日	（水） 熊本地震復興支援ボールペン贈呈式 刈谷商工会議所
顧問会議 しゃぶしゃぶ炉懐石　だる磨

◆部会
日　　　付 事　　　業　　　名 場　　　　　所

	 7月	 6日	（水） サービス第一部会役員会 刈谷商工会議所
	 7月11日（月）～12日（火） サービス第二部会視察研修会 金沢・東京
	 7月	 14日	（木） 工業第二部会役員会 刈谷商工会議所
	 7月	 15日	（金） 工業第一部会役員会 高倉ビレッジ

◆会議所事業
日　　　付 事　　　業　　　名 場　　　　　所

	 7月	 1日	（金） 刈谷モノづくり大学講習会「自工程完結とは」 刈谷商工会議所
	 7月	6日（水）～28日（木） 商業簿記講習会 刈谷商工会議所
	 7月	7日（木）～8日（金） 源泉所得税納付指導会 刈谷商工会議所
	 7月	 8日	（金） 第１回一店逸品運動研究会 刈谷商工会議所

	 7月	 12日	（火）
かりや商人大学大学院　第１弾
季節を彩るフラワーアレンジメント講座 刈谷商工会議所

愛知県信用保証協会金融相談 刈谷商工会議所
	 7月	 13日	（水） 青年部理事会 刈谷商工会議所

	 7月	 15日	（金） 消費税軽減税率対策セミナー
タモリさんに学ぶ！！仕事で使える雑談術！ 刈谷商工会議所

	 7月	 19日	（火） マル経審査会 刈谷商工会議所

	 7月	 20日	（水）

かりや商人大学　第２弾
我が家の仏壇は、これでピカピカ！
プロが教える、「技」と「心得」

刈谷商工会議所

日本政策金融公庫移動相談 刈谷商工会議所

	 7月	 21日	（木）
刈谷モノづくり大学講習会
知っていて損はない！
弁護士が教える契約締結に必ず押さえるポイント

刈谷商工会議所

	 7月	 27日	（水）
かりや商人大学
～板前が手ほどき！人気の日本料理～
夏野菜を上手に使う料理講座

刈谷市総合文化センター

	 7月	 28日	（木） 第２回一店逸品運動研究会 刈谷商工会議所

◆会議などの出席
日　　　付 予　定　詳　細 場　　　　　所

	 7月	 5日	（火） 経営指導員等応用研修会（Cコース） 西三河県民事務所
	 7月	 7日	（木） 経営指導員等応用研修会（Cコース） ウインクあいち
	 7月	 12日	（火） 経営指導員等応用研修会（Dコース） 西三河県民事務所

	 7月	 13日	（水） 愛知県商工会議所女性会連合会総会 名古屋観光ホテル
経営指導員等応用研修会（Dコース） ウインクあいち

	 7月	 14日	（木） 日本珠算連盟刈谷支部委員会 刈谷商工会議所
刈谷市商店街連盟理事会 あきんどぷら座

	 7月	 19日	（火） 専門研修（経営革新計画の策定とフォローアップ支援） 中小企業大学校東京校
中小企業経営者のための事業承継セミナー 西三河総合庁舎

	 7月	20日（水）～21日（木） 日本商工会議所委員会 東京商工会議所
	 7月	 20日	（水） 刈谷労働基準協会刈谷支部優良事業所見学会 三重
	 7月	 22日	（金） 第2回小規模事業運営研究会 津島商工会議所
	 7月	 26日	（火） 経営指導員等応用研修会（Eコース） 西三河県民事務所
	 7月	 27日	（水） 刈谷市環境都市アクションプラン推進会議 刈谷市役所

	 7月	 29日	（金） 経営指導員等応用研修会（Eコース） ウインクあいち
第２回観光連絡担当者会議 トヨタ産業技術記念館

（愛知県知事許可　般 28 第 27192 号）

代表社員税理士　天野卓男
社会保険労務士　守山暁子

刈谷市幸町２-３-３
電話 0566-23-3240  FAX 0566-22-9544

【本社】株式会社ファミーユ　刈谷市青山町1-156-2

市営斎場（青山斎園）での、施行承ります。

365日 24時間年中受付中
10120-12-1616

ファミーユ刈　谷　
ファミーユ知　立
ファミーユ青山斉園前
ファミーユ高浜碧南

ファミーユ半田東浦
ファミーユ阿 久 比
ファミーユ阿久比別館
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８月の会と催し
2日 火 税務個別相談

3日 水
刈谷モノづくり大学講習会
「企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の必要
性と作成ポイント」

23日 火 愛知県信用保証協会金融相談

24日 水

消費税転嫁対策セミナー
「消費税がアップしても売上を２倍にす
る４つの法則とは」
日本政策金融公庫移動相談

25日 木 かりや商人大学「認知症予防法」
～あなたと家族を認知症から守るために～

花火
大会

刈谷

2016

花火大会の開催にあたっては、多くの企業様・市民の皆様より
ご協賛を頂きましてありがとうございました。
刈谷の夏の風物詩、花火大会を十分にご堪能いただきますよう、
皆様のご観覧をぜひお待ちしております。

　刈谷商工会議所は、刈谷わんさか祭り会場（市民防災広場）
で「熊本・石巻応援フェア」を開催します。
　今回の応援フェアの売上金は、熊本県の商工会議所が被災
地の中小企業の復興支援等に使用する「電気自動車（コムス）」
を寄贈する募金に役立てさせて頂きます。
　ご協力頂いた方には、オリジナルくまモンうちわを先着
2000名にプレゼントします。ぜひ、ご支援とご協力をお願い
申し上げます。
　また、11時より「どて煮の炊き出し」を行います。多数の事
業所様からご協賛を頂き、2,000食ご用意することができまし
た。無くなり次第終了となりますので、皆様、ぜひお早めにお
越しください。

◆日　時

　平成28年８月20日（土）
◆各種アトラクション／午前11時00分～
◆花火大会／午後7時00分～
◆会　　場／刈谷市総合運動公園

熊本地震　復興支援品の預託式開催
　去る７月６日㈬熊本地震復興支援品の預託式を開催致しました。
　５月に開催した第56回部会親善ソフトボール大会の予選（工業第一部会）や会社
行事、従業員による募金などにより、エース産業株式会社、東海部品工業株式会社、
フジキュー整備株式会社の３社より「熊本地震義援金」（合計279,343円）の預託を頂
きました。
　熊本商工会議所に有効な活用方法を相談した結果、熊本県下９ヶ所の商工会議所で
被災企業の訪問の際等にお役立て頂ける「ボールペン（2,200本）」に換えさせて頂き、７月13日㈬に太田会頭が熊本商工
会議所の田川会頭に直接寄贈致しました。また、義援金は随時受けておりますので、当商工会議所へご連絡頂けますよう
お願い致します。

３社から太田会頭へ預託

熊本・石巻応援フェア
開催します!

退職後の生活資金、事業再建資金を
あらかじめ準備しておく共済制度です。

おかげさまで、今年50周年を迎えました。


